


法及び用量の一部変更が承認されたこと、添付文書の使用上の注意を改めるよ

う「「使用上の注意」の改訂について」（令和２年 11 月５日付け薬生安発 1105

第１号厚生労働省医薬・生活衛生局医薬安全対策課長通知）により指示された

こと等に伴い、当該ガイドラインを、それぞれ別紙のとおり改正いたしました

ので、貴管内の医療機関及び薬局に対する周知をお願いします。なお、改正後

の最適使用推進ガイドラインは、別添参考のとおりです。 

 


